
①
道路交通法の一部改正（令和８年４月１日施行）【運転免許】

１７歳６か月

◆準中型免許・普通免許試験

準中型仮免許・普通仮免許試験 受験可能年齢
◆準中型・普通仮免許取得可能年齢

仮免許及び運転免許試験の受験資格

に係る年齢要件引き下げについて

道路交通法の一部改正により、令和８年４月１日（水曜日）から
次の年齢要件が引き下げられました。

１８歳 ⇒

現 行 改正後

※いわゆる「早生まれ」の高校生の方でも、高校卒業までに準中型自動車・
普通自動車の運転免許を取得しやすくなります。

※運転免許の取得は、１８歳になってからとなります。

現 行

改正後

17歳6か月 18歳

仮免許取得⇒運転免許試験合格⇒免許取得

仮免許取得⇒運転免許試験合格 ⇒ 免許取得

問い合わせ先 山形県総合交通安全センター 電話０２３－６５５－２１５０（音声案内１番）


